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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品を収納する収納部が上下方向に複数段に、かつ、横方向に複数列に配置された物品
収納棚と、
　前記物品収納棚の前面側に設定された走行経路に沿って走行自在なスタッカークレーン
と、
　前記収納部との間で物品を移載するべく前記スタッカークレーンの作動を制御する制御
手段とが設けられ、
　前記スタッカークレーンは、前記走行経路に沿って走行する走行台車、前記走行台車に
立設された昇降マストに沿って昇降自在な昇降台、及び、前記昇降台に備えられて物品を
移載する移載装置を備え、
　前記昇降台又は前記移載装置は、前記スタッカークレーンの他の部分に比べて前記走行
経路の横幅方向に幅広であり、
　前記スタッカークレーンが前記収納部との間で物品を移載するための走行停止位置が前
記複数列の収納部の各列の夫々について設定され、
　前記制御手段が、地震による損傷を回避するべく前記スタッカークレーンの作動を制御
する地震対策処理を実行するように構成されている自動倉庫設備であって、
　前記物品収納棚が、棚前面側と背面側とに棚奥行き方向に並べて配置される前後一対の
支柱からなる支柱対を棚横幅方向に間隔を隔てて複数立設して構成され、かつ、棚横幅方
向で前記支柱対の間に前記収納部が位置するように構成され、
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　地震による揺れが発生することを知らせる揺れ予測情報を受信する揺れ予測情報取得手
段が設けられ、
　前記制御手段が、前記スタッカークレーンを走行作動させている場合において、前記揺
れ予測情報取得手段が前記揺れ予測情報を取得すると、前記地震対策処理として前記走行
停止位置に前記スタッカークレーンを停止させるべく、前記スタッカークレーンの作動を
制御するように構成されている自動倉庫設備。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記地震対策処理として、走行作動中の前記スタッカークレーンより
走行方向で前方側に位置する前記走行停止位置のうち前記スタッカークレーンを停止させ
ることができる前記走行停止位置を設定制動条件に基づいて判別し、停止可能と判別した
前記走行停止位置のうち走行方向で最も近い前記走行停止位置を選択して、前記スタッカ
ークレーンを当該選択した走行停止位置に停止させるべく、前記スタッカークレーンの作
動を制御するように構成されている請求項１記載の自動倉庫設備。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記揺れ予測情報取得手段が前記揺れ予測情報を取得すると、前記ス
タッカークレーンの昇降台が前記収納棚から落下する物品により損傷することを抑制でき
る損傷抑制昇降位置に前記昇降台を位置させるべく、前記スタッカークレーンの作動を制
御するように構成され、
　前記損傷抑制昇降位置が、前記複数段の収納部のうち最上段の収納部に対する物品の移
載を行う昇降位置として設定された最上段昇降位置である請求項１又は２記載の自動倉庫
設備。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記揺れ予測情報取得手段が前記揺れ予測情報を取得すると、前記ス
タッカークレーンの昇降台が前記収納棚から落下する物品により損傷することを抑制でき
る損傷抑制昇降位置に前記昇降台を位置させるべく、前記スタッカークレーンの作動を制
御するように構成され、
　前記制御手段は、前記収納部の夫々について物品が収納されているか否かを管理するよ
うに構成され、かつ、前記揺れ予測情報取得手段が前記揺れ予測情報を取得すると、前記
スタッカークレーンが停止する前記走行停止位置に対応する列の前記収納部のうち物品が
収納されている前記収納部で最も上段に位置する前記収納部よりも上方側の位置を前記損
傷抑制昇降位置として設定するように構成されている請求項１又は２記載の自動倉庫設備
。
【請求項５】
　前記制御手段が、前記揺れ予測情報取得手段が前記揺れ予測情報を取得すると、前記地
震対策処理の実行開始に伴って、前記昇降台を前記損傷抑制昇降位置に位置させるべく、
前記スタッカークレーンの作動を制御するように構成されている請求項３又は４に記載の
自動倉庫設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品を収納する収納部が上下方向に複数段に、かつ、横方向に複数列に配置
された物品収納棚と、前記物品収納棚の前面側に設定された走行経路に沿って走行自在な
スタッカークレーンと、前記収納部との間で物品を移載するべく前記スタッカークレーン
の作動を制御する制御手段とが設けられ、前記スタッカークレーンが前記収納部との間で
物品を移載するための走行停止位置が前記複数列の収納部の各列の夫々について設定され
、前記制御手段が、地震による損傷を回避するべく前記スタッカークレーンの作動を制御
する地震対策処理を実行するように構成されている自動倉庫設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記自動倉庫設備の従来例として、揺れ予測情報取得手段が揺れ予測情報を取得すると
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、走行作動中のスタッカークレーンを極力短い制度距離にて即時に停止させるために緊急
停止用の減速度で減速させてそのまま停止させるものがある。（例えば、特許文献１の段
落「００５２」～「００５８」並びに図４及び図５参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２９８５２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来例の自動倉庫設備であると、揺れ予測情報取得手段が揺れ予測情報を取得すると、
走行作動中のスタッカークレーンを緊急停止用の減速度で減速させてそのまま停止させる
ため、制動距離によっては、前後一対の支柱からなる支柱対を棚横幅方向に間隔を隔てて
複数立設して構成された物品収納棚の支柱対と棚横幅方向で一致する位置にスタッカーク
レーンが停止する場合があり、このような状態で物品収納棚とスタッカークレーンとが地
震により揺れると、物品収納棚とスタッカークレーンとが互いに接触して設備が損傷する
おそれがある。特に地震の震源が近い場合は、地震による揺れが大きくなる可能性が高く
、物品収納棚とスタッカークレーンとの揺れが大きくなるおそれがあり、設備の損傷の可
能性も高くなる。
　このように、従来例のものでは、揺れ予測情報取得手段が揺れ予測情報を取得すると、
走行作動中のスタッカークレーンを緊急停止用の減速度で減速させて走行作動中のスタッ
カークレーンを停止させるために、スタッカークレーンの停止位置によっては地震の揺れ
が到達した際に、物品収納棚とスタッカークレーンとが互いに接触して設備が損傷するお
それがある。
【０００５】
　本発明は上記実情に鑑みて為されたものであって、その目的は、地震の揺れによる損傷
を極力回避できる自動倉庫設備を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的を達成するために、本発明に係る自動倉庫設備の第１特徴構成は、物品を収納
する収納部が上下方向に複数段に、かつ、横方向に複数列に配置された物品収納棚と、前
記物品収納棚の前面側に設定された走行経路に沿って走行自在なスタッカークレーンと、
前記収納部との間で物品を移載するべく前記スタッカークレーンの作動を制御する制御手
段とが設けられ、前記スタッカークレーンは、前記走行経路に沿って走行する走行台車、
前記走行台車に立設された昇降マストに沿って昇降自在な昇降台、及び、前記昇降台に備
えられて物品を移載する移載装置を備え、前記昇降台又は前記移載装置は、前記スタッカ
ークレーンの他の部分に比べて前記走行経路の横幅方向に幅広であり、前記スタッカーク
レーンが前記収納部との間で物品を移載するための走行停止位置が前記複数列の収納部の
各列の夫々について設定され、前記制御手段が、地震による損傷を回避するべく前記スタ
ッカークレーンの作動を制御する地震対策処理を実行するように構成されている自動倉庫
設備において、
　前記物品収納棚が、棚前面側と背面側とに棚奥行き方向に並べて配置される前後一対の
支柱からなる支柱対を棚横幅方向に間隔を隔てて複数立設して構成され、かつ、棚横幅方
向で前記支柱対の間に前記収納部が位置するように構成され、地震による揺れが発生する
ことを知らせる揺れ予測情報を受信する揺れ予測情報取得手段が設けられ、前記制御手段
が、前記スタッカークレーンを走行作動させている場合において、前記揺れ予測情報取得
手段が前記揺れ予測情報を取得すると、前記地震対策処理として前記走行停止位置に前記
スタッカークレーンを停止させるべく、前記スタッカークレーンの作動を制御するように
構成されている点にある。
【０００７】
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　本特徴構成によれば、スタッカークレーンが走行作動している場合において、揺れ予測
情報取得手段が揺れ予測情報を取得すると、制御手段が地震対策処理を実行することで、
スタッカークレーンは走行停止位置、つまり、収納部との間で物品を移載するための位置
に走行停止することになる。
　物品収納棚は、棚前面側と背面側とに棚奥行き方向に並べて配置される前後一対の支柱
からなる支柱対を棚横幅方向に間隔を隔てて複数立設して構成されおり、収納部は、物品
収納棚における支柱対の間に位置しているため、収納部との間で物品を移載するための位
置である走行停止位置に停止したスタッカークレーンは、物品を移載する物品移載手段乃
至その移載装置が搭載された昇降台が、隣接する支柱対の間に位置する状態となる。
　昇降台は、スタッカークレーンの他の部分、例えば、走行台車や昇降台を昇降案内する
一本又は前後一対の昇降マストに比べて、走行経路の横幅方向に幅広となっており、さら
に、移載装置については、例えばスライドフォーク装置で構成される場合のように昇降台
より更に走行経路の横幅方向に幅広となっている場合があるため、昇降台やそれに搭載さ
れている移載装置が支柱対の間に位置する状態とすることで、地震による揺れによって、
物品収納棚とスタッカークレーンとが大きく揺れても、物品収納棚とスタッカークレーン
とが互いに接触して設備が損傷することを極力回避できる。
　このように、本願発明によれば、地震の揺れによる損傷を極力回避できる自動倉庫設備
を得るに至った。
【０００８】
　本発明に係る自動倉庫設備の第２特徴構成は、前記制御手段は、前記地震対策処理とし
て、走行作動中の前記スタッカークレーンより走行方向で前方側に位置する前記走行停止
位置のうち前記スタッカークレーンを停止させることができる前記走行停止位置を設定制
動条件に基づいて判別し、停止可能と判別した前記走行停止位置のうち走行方向で最も近
い前記走行停止位置を選択して、前記スタッカークレーンを当該選択した走行停止位置に
停止させるべく、前記スタッカークレーンの作動を制御するように構成されている点にあ
る。
【０００９】
　本特徴構成によれば、スタッカークレーンが走行作動している状態で揺れ予測情報取得
手段が揺れ予測情報を取得したときのスタッカークレーンの走行速度と、例えば、地震対
策処理でスタッカークレーンを停止させる場合の減速度等の設定制動条件とによって、ス
タッカークレーンの制動距離が予測できることから、制御手段は、予測情報取得手段が揺
れ予測情報を取得したときのスタッカークレーンの走行位置から予測される制動距離だけ
走行方向で前方側の位置からさらに前方側に位置する走行停止位置を、スタッカークレー
ンを停止させることができる走行停止位置として他の走行停止位置と区別できる。
　そして、スタッカークレーンを停止させることができる走行停止位置のうち、走行方向
で最も近い走行停止位置を選択して、スタッカークレーンを当該選択した走行停止位置に
停止させるので、揺れ予測情報取得手段が揺れ予測情報を取得してから極力短時間でスタ
ッカークレーンを走行停止位置に停止させることができ、一層高い確率で地震の揺れによ
る損傷を極力回避できる。
【００１２】
　本発明に係る自動倉庫設備の第３特徴構成は、前記制御手段は、前記揺れ予測情報取得
手段が前記揺れ予測情報を取得すると、前記スタッカークレーンの昇降台が前記収納棚か
ら落下する物品により損傷することを抑制できる損傷抑制昇降位置に前記昇降台を位置さ
せるべく、前記スタッカークレーンの作動を制御するように構成され、前記損傷抑制昇降
位置が、前記複数段の収納部のうち最上段の収納部に対する物品の移載を行う昇降位置と
して設定された最上段昇降位置である点にある。
【００１３】
　本特徴構成によれば、揺れ予測情報取得手段が揺れ予測情報を取得すると、昇降台は損
傷抑制昇降位置に位置することになる。損傷抑制昇降位置はスタッカークレーンの昇降台
が収納棚から落下する物品により損傷することを抑制できる位置であるため、地震の揺れ
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によって収納棚から落下する物品により昇降台が損傷することを極力回避できる。
　また、本特徴構成によれば、揺れ予測情報取得手段が揺れ予測情報を取得すると、昇降
台は複数段の収納部のうち最上段の収納部に対する物品の移載を行う昇降位置として設定
された最上段昇降位置に位置することになる。最上段の収納部より上方には物品が存在す
ることはないため、昇降台が最上段昇降位置に位置している限り、地震の揺れによって収
納棚から物品が昇降台に落下するとしてもその物品は最上段の収納部に収納されている物
品であるから、落下速度が小さい状態で昇降台に衝突するに過ぎず、落下距離が長いため
に落下速度が大きい状態の物品が昇降台に衝突することを極力回避できる。このように、
地震の揺れによって収納棚から落下する物品により昇降台が損傷することを一層高い確率
で極力回避できる。
【００１４】
　本発明に係る自動倉庫設備の第４特徴構成は、前記制御手段は、前記揺れ予測情報取得
手段が前記揺れ予測情報を取得すると、前記スタッカークレーンの昇降台が前記収納棚か
ら落下する物品により損傷することを抑制できる損傷抑制昇降位置に前記昇降台を位置さ
せるべく、前記スタッカークレーンの作動を制御するように構成され、前記制御手段は、
前記収納部の夫々について物品が収納されているか否かを管理するように構成され、かつ
、前記揺れ予測情報取得手段が前記揺れ予測情報を取得すると、前記スタッカークレーン
が停止する前記走行停止位置に対応する列の前記収納部のうち物品が収納されている前記
収納部で最も上段に位置する前記収納部よりも上方側の位置を前記損傷抑制昇降位置とし
て設定するように構成されている点にある。
【００１５】
　本特徴構成によれば、揺れ予測情報取得手段が揺れ予測情報を取得すると、昇降台は損
傷抑制昇降位置に位置することになる。損傷抑制昇降位置はスタッカークレーンの昇降台
が収納棚から落下する物品により損傷することを抑制できる位置であるため、地震の揺れ
によって収納棚から落下する物品により昇降台が損傷することを極力回避できる。
　また、本特徴構成によれば、制御手段は、収納部の夫々について物品が収納されている
か否かを管理しているので、走行停止位置に対応する列の収納部の夫々に物品が収納され
ているか否かを認識することができる。そのため、制御手段は、揺れ予測情報取得手段が
揺れ予測情報を取得すると、地震対策処理を実行して、スタッカークレーンが停止する走
行停止位置を決定するとともに、その走行停止位置に対応する列の収納部のうち物品が収
納されている収納部で最も上段に位置する収納部を判別することができる。そして、制御
手段は、該当する収納部よりも上方側の位置に昇降台を位置させることになる。つまり、
昇降台は、スタッカークレーンが停止する走行停止位置に対応する列の収納部のうち物品
が収納されている収納部で最も上段に位置する収納部よりも上方側の位置に位置すること
になる。
　したがって、揺れ予測情報取得手段が揺れ予測情報を取得した後、昇降台を昇降方向で
昇降させるに当って、極力低い位置に位置させることで、地震の揺れによって収納棚から
落下する物品により昇降台が損傷することを回避でき、しかも、地震による揺れが到来す
るときのスタッカークレーンの重心を低重心化して極力安定した状態で地震による揺れを
受けるようにして、設備の損傷を極力回避することができる。また、例えば、昇降台を上
昇させて退避させる場合には、必要以上に高い位置まで上昇させることがないので、昇降
台の昇降距離が極力短くなり、地震による揺れが到来するときには昇降台が停止した状態
である可能性が高くなり、昇降台が昇降作動中に地震による揺れが到来して設備の損傷が
拡大する不都合を極力防止できる。
【００１６】
　本発明に係る自動倉庫設備の第６特徴構成は、前記制御手段が、前記揺れ予測情報取得
手段が前記揺れ予測情報を取得すると、前記地震対策処理の実行開始に伴って、前記昇降
台を前記損傷抑制昇降位置に位置させるべく、前記スタッカークレーンの作動を制御する
ように構成されている点にある。
【００１７】
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　本特徴構成によれば、揺れ予測情報取得手段が揺れ予測情報を取得すると、制御手段は
、地震対策処理の実行開始に伴って、昇降台を損傷抑制昇降位置に位置させるべく、スタ
ッカークレーンの作動を制御するので、スタッカークレーンが走行作動している状態で揺
れ予測情報取得手段が揺れ予測情報を取得すると、スタッカークレーンは、走行停止位置
に走行停止するようにその走行作動が制御され、同時に、昇降台が損傷抑制昇降位置に位
置するように昇降作動が制御される。これにより、揺れ予測情報取得手段が揺れ予測情報
を取得した後、スタッカークレーンが走行停止するまでに要する時間と昇降台が昇降停止
するまでに要する時間のうち長い方の時間が経過した時点で、スタッカークレーンは走行
停止状態であり、かつ昇降停止状態となる。
　したがって、例えば、スタッカークレーンが走行停止した後に昇降台を損傷抑制昇降位
置まで昇降させる場合に比べて、短時間でスタッカークレーンの走行作動及び昇降作動の
双方を停止させた状態とすることができる。これにより、スタッカークレーンの走行作動
中又は昇降作動中に地震による揺れが到来して設備の損傷が拡大する不都合を極力防止で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】自動倉庫設備の全体斜視図
【図２】物品収納棚の一部拡大斜視図
【図３】スタッカークレーンの走行停止位置と収納部の列との対応関係を示す平面図
【図４】スタッカークレーンの走行停止位置と収納部の列との対応関係を示す側面図
【図５】制御ブロック図
【図６】地震対策制御のフローチャート
【図７】地震対策用走行制御のフローチャート
【図８】地震対策用昇降制御のフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明に係る自動倉庫設備の実施形態を図面に基づいて説明する。自動倉庫設備１は、
図１に示すように、物品Ｂを収納自在な収納部２を上下方向及び左右方向に並ぶ状態で配
置して構成された物品収納棚３を一対備えている。一対の物品収納棚３は、夫々の収納部
２の間口が相対向する状態で間隔を隔てて床面に設置されており、これらの一対の物品収
納棚３の間において床面に敷設された軌道４に案内されて、軌道４に沿って一対の物品収
納棚３の間に形成される走行経路Ｌｈに沿って走行自在なスタッカークレーン５が一台設
けられている。
【００２０】
　物品収納棚３は、棚前面側に位置する前側支柱６ａと棚背面側に位置する後側支柱６ｂ
とからなる支柱対６を側面水平材７や側面ブレース材８により接続して構成された支柱枠
９を棚横幅方向に等間隔にて複数個配置して、棚の背面側において各支柱枠9同士を背面
水平ビーム材１０及び背面垂直ブレース材１１にて接続して構成されている。
【００２１】
　支柱枠９には、棚左右方向に水平面に沿って突出する腕木材１２が上下方向に等間隔に
て複数段（本実施形態では８段）の高さにおいて取り付けられており、隣接する支柱枠９
の夫々に備えられた互いに対向する向きの一対の腕木材１２・１２にて物品Ｂの底面部（
パレットＰ及びそのパレットＰに載置される荷Ｗで構成される物品ＢにおけるパレットＰ
の底面部）における左右両側部を支持することで、物品Ｂを載置支持自在となっている。
【００２２】
　このように、物品収納棚３は、棚前面側と背面側とに棚奥行き方向に並べて配置される
前後一対の支柱６ａ・６ｂからなる支柱対６を棚横幅方向に間隔を隔てて複数立設して構
成され、かつ、棚横幅方向で支柱対６の間に収納部２が位置するように構成されている。
【００２３】
　スタッカークレーン５は、走行方向で前後一対の昇降案内マスト１３ａ・１３ｂが立設
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された走行台車１４と、前後一対の昇降案内マスト１３ａ・１３ｂの間に形成される昇降
経路Ｌｖに沿って昇降自在な昇降台１５と、昇降台１５に一体昇降自在に装備されて、昇
降台１５側に引退させた引退位置と走行経路Ｌｈの横幅方向で収納部２や荷受台１６に突
出させた突出位置との間で物品移載方向（走行経路Ｌｈの横幅方向に同じ。）に出退自在
なスライドフォーク装置Ｆとを備えて構成されている。
【００２４】
　スタッカークレーン５の走行作動、昇降台１５の昇降作動、スライドフォーク装置Ｆの
出退作動によって、物品収納棚３の各収納部２と、作業者がフォークリフト等で物品Ｂを
搬出入する荷受台１６との間で、各種の荷ＷをパレットＰ上に載せた状態の物品Ｂを搬送
できるように構成されている。
【００２５】
　図１、図３及び図４に示すように、走行経路Ｌｈの荷受台１６が設けられている側の端
部（以下ＨＰ側端部という。）の付近には、スタッカークレーン５に備えられたクレーン
コントローラＣｓと赤外線光通信により各種の制御指令を通信自在な地上側コントローラ
Ｃｍが設置されている。地上側コントローラＣｍは、上位の管理コンピュータから出庫指
令や入庫指令が指令されるその指令に従った入庫作業や出庫作業を処理するべく、スタッ
カークレーン５の作動を制御する。
【００２６】
　スタッカークレーン５が収納部２との間で物品Ｂを移載するための走行停止位置が複数
列の収納部２の各列の夫々について設定されている。本実施形態では、図３及び図４に示
すように、荷受台１６についての走行停止位置「ベイ０」と各列についての走行停止位置
「ベイ１」～「ベイ１５」との、合わせて１６個の走行停止位置が設定されている。同様
に、スタッカークレーン５が収納部２との間で物品Ｂを移載するための昇降停止位置が複
数段の収納部２の各段の夫々について設定されている。本実施形態では、図４に示すよう
に、各段についての昇降停止位置「レベル１」～「レベル８」の８個の昇降停止位置が設
定されている。
【００２７】
　ちなみに、荷受台１６が物品Ｂを載置支持する高さは、物品収納棚３についての最下段
の収納部２が物品Ｂを載置支持する高さに一致しているため、荷受台についての昇降停止
位置は「レベル１」である。また、一対の物品収納棚３のうち、ＨＰからＯＰに向かう方
向視で走行経路Ｌｈの左側の棚を「バンクＬ」の棚とし、右側の棚を「バンクＲ」の棚と
している。
【００２８】
　スタッカークレーン５の作動を制御する制御手段の構成について図５に示す制御ブロッ
ク図に基づいて説明する。本実施形態では、制御手段Ｈは、地上側コントローラＣｍ及び
クレーンコントローラＣｓにて構成されている。
【００２９】
　クレーンコントローラＣｓの走行制御部Ｃｓｈは、スタッカークレーン５の走行経路Ｌ
ｈにおける走行位置を検出する走行位置検出手段としての走行用レーザ距離計１７の検出
情報に基づいて、走行台車１４を走行駆動する走行用モータＭ１の作動をフィードバック
制御する。走行制御部Ｃｓｈは、地上側コントローラＣｍから目標走行停止位置が指令さ
れると、走行開始位置から目標走行停止位置まで、設定加速度にて加速し、設定定常速度
にて走行して、設定減速度にて減速する形態で走行するための走行速度パターンを生成し
、走行速度パターンにて与えられる現在の走行位置についての目標走行速度と現在の走行
速度との偏差が小さくなるように、設定制御周期毎（例えば１０〔ｍｍｓ〕毎）に走行用
モータＭ１の作動をＰＩＤ制御する。
【００３０】
　クレーンコントローラＣｓの昇降制御部Ｃｓｖは、スタッカークレーン５の昇降経路Ｌ
ｖにおける昇降位置を検出する昇降位置検出手段としての昇降用レーザ距離計１８の検出
情報に基づいて、昇降台１５を昇降駆動する昇降用モータＭ２の作動をフィードバック制
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御する。昇降制御部Ｃｓｖは、地上側コントローラＣｍから目標昇降停止位置が指令され
ると、昇降開始位置から目標昇降停止位置まで、設定加速度にて加速し、設定定常速度に
て昇降して、設定減速度にて減速する形態で昇降するための昇降速度パターンを生成し、
昇降速度パターンにて与えられる現在の昇降位置についての目標昇降速度と現在の昇降速
度との偏差が小さくなるように、設定制御周期毎（例えば１０〔ｍｍｓ〕毎）に昇降用モ
ータＭ２の作動をＰＩＤ制御する。
【００３１】
　荷受台１６や収納部２の物品移載対象箇所から物品Ｂを受け取る掬い移載作動は、物品
移載対象箇所の物品支持高さ（例えば、収納部２の腕木材１２の高さ）よりも下方側空間
にスライドフォーク装置Ｆを突入させ、物品移載対象箇所へ物品Ｂを受け渡す卸し移載作
動は、物品移載対象箇所の物品支持高さよりも上方側空間にスライドフォーク装置Ｆを突
入させる。そのため、同じ移載対象箇所であっても卸し移載作動の場合の方が掬い移載作
動の場合よりも、目標昇降停止位置として高い昇降位置が指令される。
【００３２】
　クレーンコントローラＣｓの出退制御部Ｃｓｆは、スライドフォーク装置Ｆの突出量を
検出する突出量検出手段としてのフォーク用ロータリエンコーダ１９の検出情報に基づい
て、スライドフォーク装置Ｆを出退駆動するフォーク用モータＭ３の作動をフィードバッ
ク制御する。出退制御部Ｃｓｆは、地上側コントローラＣｍから突出開始指令が指令され
ると、引退位置から突出位置まで、設定加速度にて加速し、設定定常速度にて突出して、
設定減速度にて減速する形態で突出するための突出速度パターンにて与えられる現在の突
出位置についての目標突出速度と現在の突出速度との偏差が小さくなるように、設定制御
周期毎（例えば５〔ｍｍｓ〕毎）にフォーク用モータＭ３の作動をＰＩＤ制御する。
【００３３】
　地上側コントローラＣｍは、上位コンピュータから指令される入庫指令や出庫指令に基
づいて、クレーンコントローラＣｓに対して、搬送元としての移載対象箇所（入庫作業で
あれば荷受台１６、出庫作業であれば出庫対象の物品Ｂが収納されている収納部２）につ
いての走行停止位置と昇降停止位置に昇降台１５を位置させるために目標走行停止位置及
び目標昇降停止位置を指令して走行作動及び昇降作動を完了させた後に、当該搬送元の移
載対象箇所において物品Ｂを掬い作動にて移載するための突出開始指令、掬い移載用上昇
指令及び引退開始指令を指令して、搬送元の移載対象箇所から搬送対象の物品Ｂを受け取
った後、搬送先としての移載対象箇所（入庫作業であれば入庫対象の物品Ｂを収納する空
き状態の収納部２、出庫作業であれば荷受台１６）についての走行停止位置と昇降停止位
置に昇降台１５を位置させるための目標走行停止位置及び目標昇降停止位置を指令して走
行作動及び昇降作動を完了させた後に、当該搬送先の移載対象箇所において物品Ｂを卸し
作動にて移載するための突出開始指令、卸し移載用下降指令及び引退開始指令を指令して
、搬送先の移載対象箇所に搬送対象の物品Ｂを受け渡させる。クレーンコントローラＣｓ
は、地上側コントローラＣｍからの各指令に基づく作動が完了すると当該完了した作動ご
とに完了情報を地上側コントローラＣｍに送信する。
【００３４】
　地上側コントローラＣｍは、入庫作業での入庫先の収納部２に対する卸し移載作動にお
いて指令した引退開始指令に基づくスライドフォーク装置Ｆの引退作動が完了して、その
ことを示す完了情報をクレーンコントローラＣｓから受信すると、入庫対象の物品Ｂの入
庫が完了したとして、記憶部（図示せず。）に記憶されている在庫データベースにおける
当該入庫先の収納部２についての物品存否情報を「空状態」から「在荷状態」に更新する
。また、地上側コントローラＣｍは、出庫作業での出庫先の荷受台１６に対する卸し移載
作動において指令した引退開始指令に基づくスライドフォーク装置Ｆの引退作動が完了し
て、そのことを示す完了情報をクレーンコントローラＣｓから受信すると、出庫対象の物
品Ｂの出庫が完了したとして、前記在庫データベースにおける当該出庫元の収納部２につ
いての物品存否情報を「空状態」から「在荷状態」に更新する。このように、地上側コン
トローラＣｍは、収納部２の夫々について物品Ｂが収納されているか否かを管理している
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。
【００３５】
　制御手段Ｈには、地震による揺れが発生することを知らせる揺れ予測情報を受信する揺
れ予測情報取得手段としての情報取得用端末２０が接続されている。
【００３６】
　情報取得用端末２０は、インターネットＮを介して、現在時刻から地震による揺れ（例
えば主要動）が発生するまでの予測時間を秒単位で示す予測時間情報や地震による揺れの
予測強さを予測震度で示す予測強さ情報などの予測地震情報、及び、その更新情報を配信
する配信サーバ２１に接続されており、予測時間情報及びその予測時間を更新する更新情
報を取得する予測時間取得手段と、予測強さ情報及びその予測強さを更新する更新情報を
取得する予測強さ取得手段とを備えている。
【００３７】
　配信サーバ２１は、気象庁のＥＰＯＳ（地震活動等総合監視システム）（図外）から提
供される予測時間情報や予測強さ情報などを含む予測地震情報及びその更新情報が入力さ
れると、その都度、入力された予測地震情報及び更新情報を情報取得用端末２０に配信す
るように構成されている。
【００３８】
　この自動倉庫設備１の制御手段Ｈは、地震による損傷を回避するべくスタッカークレー
ン５の作動を制御する地震対策処理を実行するように構成されている。以下、制御手段Ｈ
が実行する地震対策処理について説明する。
【００３９】
　制御手段Ｈの走行制御部Ｃｓｈは、スタッカークレーン５を走行作動させている場合に
おいて、情報取得用端末２０が揺れ予測情報を取得すると、地震対策処理として走行停止
位置にスタッカークレーン５を停止させる。収納部２は、物品収納棚３における支柱枠９
の間に位置しているため、収納部２との間で物品Ｂを移載するための位置である走行停止
位置に停止したスタッカークレーンは、物品Ｂを移載するスライドフォーク装置Ｆ乃至ス
ライドフォーク装置Ｆが搭載された昇降台１５が、隣接する支柱枠９の間に位置する状態
となる。昇降台１５は、スタッカークレーン５の他の部分、例えば、走行台車１４や前後
一対の昇降案内マスト１３ａ・１３ｂに比べて、走行経路Ｌｈの横幅方向に幅広となって
おり、さらに、スライドフォーク装置Ｆについては、昇降台１５より更に走行経路Ｌｈの
横幅方向に幅広となっている場合があるため、昇降台１５やそれに搭載されているスライ
ドフォーク装置Ｆが支柱枠９の間に位置する状態とすることで、地震による揺れによって
、物品収納棚３とスタッカークレーン５とが大きく揺れても、物品収納棚３とスタッカー
クレーン５とが互いに接触して自動倉庫設備１が損傷することを極力回避できる。
【００４０】
　なお、地震対策処理によりスタッカークレーン５が荷受台１６についての走行停止位置
に停止する場合もあるが、以下では、物品収納棚３とスタッカークレーン５との相互の接
触による損傷を回避することを説明するため、スタッカークレーン５が、物品収納棚３の
収納部２についての走行停止位置に停止する場合に注目して説明する。
【００４１】
　走行制御部Ｃｓｈは、地震対策処理として、走行作動中のスタッカークレーン５より走
行方向で前方側に位置する走行停止位置のうちスタッカークレーン５を停止させることが
できる走行停止位置を設定制動条件に基づいて判別し、停止可能と判別した走行停止位置
のうち走行方向で最も近い走行停止位置を選択して、スタッカークレーン５を当該選択し
た走行停止位置に停止させる。本実施形態では、設定制動条件として、入庫作業や出庫作
業における走行速度パターンに基づく減速状態での減速度よりも大きな減速度にて走行停
止するまで減速することを条件としている。
【００４２】
　説明を加えると、走行制御部Ｃｓｈは、スタッカークレーン５が走行作動している状態
で情報取得用端末２０が揺れ予測情報を取得したときのスタッカークレーン５の走行速度
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と、上記設定制動条件とによって、スタッカークレーンを設定制動条件で停止させた場合
の制動距離を予測する。ちなみに、走行制御部Ｃｓｈは、走行用レーザ距離計１７の検出
情報の時間変化率からスタッカークレーン５の現在の走行速度を算出するが、この走行速
度は、上述した走行作動のＰＩＤ制御のために算出するので、これを流用できる。こうし
て、情報取得用端末２０が揺れ予測情報を取得したときのスタッカークレーン５の走行位
置からの制動距離が予測されるが、現在の位置から予測される制動距離だけ走行方向で前
方側の位置からさらに前方側に位置する走行停止位置を、スタッカークレーン５を停止さ
せる目標停止位置として更新設定する。なお、更新設定される前の目標走行停止位置は、
その搬送作業（入庫作動又は出庫作業）での搬送元又は搬送先についての走行停止位置が
設定されている。
【００４３】
　このように、スタッカークレーン５を停止させることができる走行停止位置のうち、走
行方向で最も近い走行停止位置を選択して、スタッカークレーン５を当該選択した走行停
止位置に停止させるので、情報取得用端末２０が揺れ予測情報を取得してから極力短時間
でスタッカークレーン５を走行停止位置に停止させることができ、一層高い確率で地震の
揺れによる損傷を極力回避できる。
【００４４】
　一方、制御手段Ｈの昇降制御部Ｃｓｖは、情報取得用端末２０が揺れ予測情報を取得す
ると、スタッカークレーン５の昇降台１５が収納部２から落下する物品Ｂにより損傷する
ことを抑制できる損傷抑制昇降位置に昇降台１５を位置させる。本実施形態では、情報取
得用端末２０が揺れ予測情報を取得すると、昇降制御部Ｃｓｖが、スタッカークレーン５
が停止する走行停止位置に対応する列（ベイ）の収納部２のうち物品Ｂが収納されている
収納部２（制御手段Ｈが「在荷状態」として管理している収納部２）で最も上段に位置す
る収納部２よりも上方側の位置を損傷抑制昇降位置として設定するように構成されている
。
【００４５】
　例えば、図４において、スタッカークレーン５が「バンクＬ」の物品収納棚３における
「ベイ１１」かつ「レベル５」の収納部２（図４で着色した物品Ｂ）を出庫元の収納部２
として物品Ｂを出庫する場合において、出庫元の収納部２についての走行停止位置である
「ベイ１１」及び当該収納部２についての昇降停止位置である「レベル５」に対応した掬
い移載作動用の昇降位置にスライドフォーク装置Ｆを位置させるべく、走行台車１４を走
行作動させ、かつ、昇降台１５を昇降作動させているときに、情報取得用端末２０が揺れ
予測情報を取得すると、まず、走行制御部Ｃｓｈにより目標走行停止位置が「ベイ１１」
から「ベイ７」に更新され、走行台車１４が「ベイ７」の走行停止位置まで走行する。
【００４６】
　そして、「バンクＬ」及び「バンクＲ」の双方の物品収納棚３における収納部２のうち
、更新後の目標走行停止位置である「ベイ７」の収納部２であって物品Ｂが収納されてい
る収納部２で最も上段に位置する「レベル７」の収納部２の腕木材１２よりも上方側の位
置である当該収納部２に対する卸し移載作動用の昇降位置が損傷抑制昇降位置として設定
される。つまり、出庫元の収納部２（「レベル５」）についての掬い移載作動用の昇降位
置から「レベル７」の卸し移載作動用の昇降位置に目標昇降停止位置が更新され、スライ
ドフォーク装置Ｆが「レベル７」の卸し移載作動用の昇降位置まで昇降する。
【００４７】
　このように、制御手段Ｈは、情報取得用端末２０が揺れ予測情報を取得すると、地震対
策処理の実行開始に伴って、昇降台１５を損傷抑制昇降位置に位置させるべく、スタッカ
ークレーン５の作動を制御するように構成されている。
【００４８】
　以下、制御手段Ｈが実行する地震対策処理の制御動作について、図６～図８のフローチ
ャートに基づき説明する。
【００４９】
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　図６に示すように、制御手段Ｈは、情報取得用端末２０が緊急地震速報を受信するまで
は、地震対策制御の動作はステップ＃１のループにて待機状態となっている。情報取得用
端末２０が緊急地震速報を受信するとステップ＃１からステップ＃２に以降し、搬送作動
中であるか否か、換言すると上位コントローラからの入庫指令又は出庫指令の待機状態で
あるか否かが判別され、待機状態であれば、走行方向に関しては現状を維持し、昇降方向
に関してはステップ＃９の地震対策用昇降制御を実行する。
【００５０】
　搬送作動中であれば、ステップ＃２からステップ＃３に移行し、搬送作動として移載作
動中であるか否かが判別される。具体的には、搬送元や搬送先への走行作動及び昇降作動
の双方が完了しているか否かが、クレーンコントローラＣｓからの完了情報に基づいて判
別される。走行作動及び昇降作動の双方が完了していれば、移載作動中であると判断し、
一方でも完了してなければ、移載作動中ではないと判断する。
【００５１】
　搬送作動中であっても移載作動中でなければ、ステップ＃３からステップ＃４に移行し
、走行作動が完了しているかチェックする。走行作動が完了していなければ、ステップ＃
８の地震対策用走行制御及びステップ＃９の地震対策用昇降制御の双方を実行する。走行
作動が完了していれば、走行方向に関しては現状を維持し、昇降方向に関してはステップ
＃９の地震対策用昇降制御を実行する。
【００５２】
　移載作動中であるために搬送作動中である場合は、ステップ＃３からステップ＃５に移
行して移載作動の種別、つまり、掬い用移載作動であるか卸し用移載作動であるかがステ
ップ＃５で判別される。卸し作動であれば、ステップ＃６に移行し、卸し作動が完了する
まで待機し、卸し作動が完了した後に、走行方向に関しては現状を維持し、昇降方向に関
してはステップ＃９の地震対策用昇降制御を実行する。なお、この卸し用移載作業を完了
させることにより、制御手段Ｈは、在庫情報を更新する。
【００５３】
　掬い用移載作動中であれば、ステップ＃５からステップ＃７に移行し、当該掬い作動を
キャンセルする。つまり、進行中の掬い作動を中断するとともに、それまで進行させた掬
い作動とは逆向きの作動をさせて、当該掬い作動を開始した時点における状態に戻す。こ
れにより、当該掬い移載作動の対象となっていた物品Ｂは、移載対象箇所に載置支持され
た状態に戻り、スライドフォーク装置Ｆは引退位置に引退し、昇降台１５は、掬い移載作
動用の昇降停止位置に戻ることになる。ステップ＃７の掬いキャンセル作動が完了した後
は、走行方向に関しては現状を維持し、昇降方向に関してはステップ＃９の地震対策用昇
降制御を実行する。
【００５４】
　地震対策用走行制御は、図７に示すように、ステップ＃Ｈ１で、制御手段Ｈの走行制御
部Ｃｓｈが、スタッカークレーン５の現在の走行速度から設定制動条件にて設定されてい
る地震対策用の減速度で減速して停止する場合の制動距離を算出する。ステップ＃Ｈ２で
、スタッカークレーン５の現在位置から走行方向で制動距離だけ前方側の位置よりも更に
前方側に位置する走行停止位置のうち、走行方向で現在位置に最も近いものが選択される
。ステップ＃Ｈ３で、走行制御部Ｃｓｈが今般の搬送作動のために一次的に記憶している
目標走行停止位置を、ステップ＃Ｈ２で選択した走行停止位置に更新する。そして、ステ
ップ＃Ｈ４で、更新済みの目標走行停止位置にスタッカークレーン５を停止させる。
【００５５】
　地震対策用昇降制御は、図８に示すように、ステップ＃Ｖ１で、制御手段Ｈの昇降制御
部Ｃｓｖは、今般実行する地震対策用昇降制御が、走行作動中に実行されるものか、走行
停止中に実行されるものかをチェックする。走行作動中である場合に地震対策用昇降制御
を実行するときは、ステップ＃Ｖ２ａで、地震対策用昇降制御のステップ＃Ｈ３で更新済
みの目標走行停止位置のベイに位置する在荷状態の収納部２のうち、最も上段に位置する
収納部２を検出し、ステップ＃Ｖ３に移行して、ステップ＃Ｖ２ａにて検出済みの収納部
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２についての卸し移載作動用の昇降位置に昇降させる。
【００５６】
　走行作動中でない場合に地震対策用昇降制御を実行するときは、ステップ＃Ｖ２ｂで、
停止しているベイに位置する在荷状態の収納部２のうち、最も上段に位置する収納部２を
検出し、ステップ＃Ｖ３に移行して、ステップ＃Ｖ２ｂにて検出済みの収納部２について
の卸し移載作動用の昇降位置に昇降させる。ちなみに、該当ベイに位置する在荷状態の収
納部２がない場合、つまり当該ベイの収納部２が全て空状態である場合は、当該ベイにお
けるレベル１の収納部２についての掬い移載作動用の昇降位置に昇降させる。
【００５７】
〔別の実施形態〕
　以上、発明者によってなされた発明を発明の実施形態に基づき具体的に説明したが、本
発明は上記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能である。以下、本発明の別実施形態を例示する。
【００５８】
（１）上記実施形態では、走行経路に沿って走行自在なスタッカークレーンが１台設けら
れた自動倉庫設備を例示したが、１本の走行経路に対して複数台（例えば、２台）のスタ
ッカークレーンが設けられたものであってもよい。
【００５９】
（２）上記実施形態では、収納部が奥行き方向に１個の物品を収納自在な物品収納棚を備
えたものを例示したが、これに代えて、収納部が奥行き方向に複数個の物品を収納自在な
物品収納棚を備えたものであってもよい。
【００６０】
（３）上記実施形態では、スタッカークレーンが、収納部及び荷受台（移載対象箇所）と
自己との間で物品を移載する移載装置として、移載方向に出退自在なスライドフォークを
備えたフォーク式の移載装置を備えて構成されているものを例示したが、スタッカークレ
ーンが備える移載装置としては、例えば、互いに接近離間する一対の把持部を出退自在に
備えた移載装置や、物品の両側面部又は正面部に係合する係合部を出退自在に備えた移載
装置など、種々の構成のものが考えられる。また、昇降台に移載装置を左右又は上下に並
ぶ状態で複数台備えたものであってもよい。
【００６１】
（４）上記実施形態では、制御手段Ｈの昇降制御部Ｃｓｖが、スタッカークレーン５が地
震対策処理により停止する走行停止位置に対応する列（ベイ）の収納部２のうち物品Ｂが
収納されている収納部２（制御手段Ｈが「在荷状態」として管理している収納部２）で最
も上段に位置する収納部２についての卸し移載作動用の昇降位置を損傷抑制昇降位置とし
て設定するように構成されているものを例示したが、これ代えて、制御手段Ｈの昇降制御
部Ｃｓｖが、スタッカークレーン５が地震対策処理により停止する走行停止位置に対応す
る列（ベイ）の収納部２のうち物品Ｂが収納されている収納部２で最も上段に位置する収
納部２よりも上段側に位置するいずれかの空き状態の収納部についての掬い移載作動用の
昇降位置又は卸し移載作動用の昇降位置を損傷抑制昇降位置として設定するように構成さ
れているものでもよい。
【００６２】
（５）損傷抑制昇降位置として、複数段の収納部のうち最上段の収納部に対する物品の移
載を行う昇降位置として設定された最上段昇降位置を設定してもよい。すなわち、上記実
施形態でいうと「レベル８」の収納部２についての掬い移載作動用の昇降位置又は卸し移
載作動用の昇降位置を損傷抑制昇降位置として設定してもよい。
【００６３】
（６）上記実施形態では、情報取得用端末２０が、インターネットＮにより配信サーバ２
１に接続されたものを例示したが、情報取得用端末２０が、専用回線にて配信サーバ２１
に接続されたものであってもよい。
【符号の説明】
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【００６４】
Ｂ　　物品
Ｌｈ　走行経路
Ｈ　　制御手段
１　　自動倉庫設備
２　　収納部
３　　物品収納棚
５　　スタッカークレーン
６　　支柱対
６ａ・６ｂ　前後一対の支柱
１５　昇降台
２０　揺れ予測情報取得手段

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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